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Ｓマーク認証の追加基準 

通常の使用状態で電源電線等の貫通部にストレスが加わる機器の取扱運用 

 

 

【運用】 

通常の使用状態で電源電線等の貫通部にストレスが加わる構造のもの（機器の保

管のために電源電線等を機器に巻き付ける構造のもの等）にあっては、別表第八１

(2)サ項（電源電線等の折曲げ）の試験を行ったとき、これに適合し、かつ、曲げ

が最も発生しそうな方向に対応するように機器を取り付けて 500g の荷重をかけ、

180°の角度及び毎分 6 回の速さで動かして元の位置へ戻す操作を 4,000 回行った

とき、電源電線等が短絡せず、かつ、素線の断線率が 10％以下であること。 

 

【解説】 

本運用は、電源電線を本体に巻き付けて収納する機器において、使用状態への配

慮が不足していたため、電源電線を強く引っ張って巻き付けること等により、電源

電線の貫通部に過大な力が繰り返し加わり、素線が短絡して火傷や火災の危険性が

ある事故が発生していることから、JIS C 9335-2-23：2005「家庭用及びこれに類

する電気機器の安全性－第 2-23 部：スキンケア又はヘアケア用機器の個別要求事

項」の 25.14 項で規定されている試験方法を引用し、追加したものである。 

なお、本取扱運用の対象製品は、一般的に毎日使用され、その都度電源電線等を

機器に巻き付けて収納される恐れがある機器（コードリール機器を除く）として、

概ね以下のとおり。 

○ 機器本体に収納用フックを備える機器（クリーナー） 

○ 手持ち形機器（ドライヤー、髪ごて等） 

 

【運用開始スケジュール】 

 2010.10.1             2011.10.1～ 

 

         運用移行措置期間     運用開始 

 

以上 

 


